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(57)【要約】
【課題】従来より高い寸法精度を有する鋼製歯車を提供
する。
【解決手段】鋼製歯車１は、外周面２０ａに歯形１０が
形成された略円筒状の外周リング部２と、外周リング部
２の内周面２０ｂから径方向内方に延設されたフランジ
部３とを有する。外周リング部２は、フランジ部３との
連結位置よりも軸方向一方側に突出する第１突出部２１
と軸方向他方側に突出する第２突出部２２とを備える。
第１突出部２１の軸方向長さは第２突出部２２の軸方向
長さよりも長い。外周リング部２には、歯形１０の表層
に形成された浸炭層４と、浸炭層４を含み外周面２０ａ
から内方に向かう深さが浸炭層４の深さよりも深い領域
であって高周波誘導加熱によりオーステナイトになるま
で加熱された履歴を有する熱履歴層５とが形成されてい
る。歯形１０の歯底１０４から内方に向かう熱履歴層５
の深さＴは、第１突出部２１よりも第２突出部２２の方
が深くされている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外周面に歯形が形成された略円筒状の外周リング部と、該外周リング部の内周面から径
方向内方に延設されたフランジ部とを有し、
　上記外周リング部は、上記フランジ部との連結位置よりも軸方向一方側に突出する第１
突出部と軸方向他方側に突出する第２突出部とを備えるとともに、上記第１突出部の軸方
向長さが上記第２突出部の軸方向長さよりも長く設けられており、
　上記外周リング部には、上記歯形の表層に形成された浸炭層と、該浸炭層を含み上記外
周面から内方に向かう深さが上記浸炭層の深さよりも深い領域であって高周波誘導加熱に
よりオーステナイトになるまで加熱された履歴を有する熱履歴層とが形成されており、
　上記外周面の歯形の歯底から内方に向かう上記熱履歴層の深さは、上記第１突出部より
も上記第２突出部の方が深いことを特徴とする鋼製歯車。
【請求項２】
　請求項１に記載の鋼製歯車において、
　上記外周面の歯形の歯底から内方に向かう上記熱履歴層の深さをＴ、上記外周面の歯形
の歯底から上記内周面までの距離をＷとした場合、
　上記第１突出部におけるＴ／Ｗよりも上記第２突出部におけるＴ／Ｗの方が大きいこと
を特徴とする鋼製歯車。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の鋼製歯車において、
　上記外周リング部は、上記浸炭層がマルテンサイト組織からなり、上記熱履歴層のうち
上記浸炭層を除いた部分がフェライト・マルテンサイト組織からなり、上記熱履歴層より
内部がフェライト・パーライト組織からなることを特徴とする鋼製歯車。
【請求項４】
　外周面に歯形が形成された略円筒状の外周リング部と、該外周リング部の内周面から径
方向内方に延設されたフランジ部とを有し、上記外周リング部は、上記フランジ部との連
結位置よりも軸方向一方側に突出する第１突出部と軸方向他方側に突出する第２突出部と
を備えるとともに、上記第１突出部の軸方向長さが上記第２突出部の軸方向長さよりも長
く設けられている鋼製歯車材を準備する準備工程と、
　上記鋼製歯車材を減圧下の浸炭ガス中においてオーステナイト化温度以上に加熱し、上
記歯形の表層に浸炭層を形成する浸炭工程と、
　該浸炭工程に引き続き、マルテンサイト変態する冷却速度よりも遅い冷却速度により上
記鋼製歯車材を冷却し、かつ、冷却による組織変態が完了する温度以下まで上記鋼製歯車
材を冷却する冷却工程と、
　上記鋼製歯車材における上記浸炭層を含み上記外周面から内方に向かう深さが上記浸炭
層の深さよりも深い領域を、高周波誘導加熱によりオーステナイトになるまで加熱した後
、マルテンサイト変態する冷却速度以上の冷却速度により上記鋼製歯車材を冷却する焼入
れ工程とを有し、
　該焼入れ工程において、上記外周面の歯形の歯底から内方に向かう上記高周波誘導加熱
による加熱深さを、上記第１突出部よりも上記第２突出部の方が深くなるよう調整するこ
とを特徴とする鋼製歯車の製造方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の鋼製歯車の製造方法において、
　上記外周面の歯形の歯底から内方に向かう上記高周波誘導加熱による加熱深さをＴ、上
記外周面の歯形の歯底から上記内周面までの距離をＷとした場合、
　上記高周波誘導加熱による加熱深さの調整を、上記第１突出部におけるＴ／Ｗよりも上
記第２突出部におけるＴ／Ｗの方が大きくなるよう調整することにより行うことを特徴と
する鋼製歯車の製造方法。
【請求項６】
　請求項４または５に記載の鋼製歯車の製造方法において、
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　上記高周波誘導加熱による加熱深さの調整は、上記高周波誘導加熱時に上記第１突出部
の内周面側を冷却する手順を含むことを特徴とする鋼製歯車の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋼製歯車およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、多くの産業分野において鋼製歯車が用いられている。例えば、自動車分野で使用
される差動装置等は、多数の鋼製歯車を有している。鋼製歯車には種々の形状がある。特
許文献１には、外周面に歯形が形成された円筒状の外周リング部と、該外周リング部の内
周面における軸方向のいずれか一方にやや片寄って連結されたフランジ部とを備えた歯車
が開示されている。
【０００３】
　鋼製歯車は、高強度、耐摩耗性が要求される部材である。そのため、鋼製歯車には、靱
性を維持しつつ表面硬度を高めるための処理として浸炭処理および焼入れ処理が施される
ことが多い。浸炭処理は、鋼をオーステナイト化温度以上に加熱した状態で表面の炭素濃
度を増大させる処理である。通常、この浸炭処理を施した直後に焼入れ処理が行われる。
鋼製歯車の歯形面に浸炭処理と焼入れ処理とを実施することにより、歯車内部の靱性を確
保するとともに、歯形面の表面硬度を高めることができる。
【０００４】
　上記浸炭処理および焼入れ処理としては、従来、出側に油焼入れ槽を備えた大型の熱処
理炉を用いてガス浸炭処理を長時間行った直後に油焼入れする方法が知られている。最近
では、特許文献２に開示されるように、真空浸炭処理を行った後、一旦徐冷し、高周波誘
導加熱によって鋼製部材の所望部分を再加熱した後に焼入れ処理を行う方法も提案されて
いる（以下、高周波誘導加熱を利用した焼入れを、「高周波焼入れ」ということがある。
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１３１６２６号公報
【特許文献２】国際公開第２００７／０３４９１１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　浸炭処理後に一旦徐冷し、その後、所望部分を高周波誘導加熱した直後に急冷して焼入
れるという「浸炭・徐冷・高周波焼入れ処理」は、ガス浸炭処理後に油焼入れする従来の
「浸炭油焼入れ処理」に比較して、火炎や油を使わずに済み、熱処理時間も短縮すること
ができる。そのため、ＣＯ２排出量の低減を図ることができ、地球環境に優しい熱処理技
術であるといえる。
【０００７】
　しかしながら、軸方向のいずれか一方に片寄った状態で外周リング部の内周面にフラン
ジ部が連結されている鋼製歯車材に対して、単純に従来の「浸炭・徐冷・高周波焼入れ処
理」を適用した場合、外周リング部に熱処理による歪変形が生じ、十分な寸法精度を有す
る鋼製歯車が得られない場合があるという問題がある。特に、鋼製歯車の互いに向かいあ
った２つの歯溝にボールを入れ、その外周寸法を評価するＯＢＤ評価において、歯幅方向
での一方端部ＯＢＤ値と他方端部ＯＢＤ値との差であるＯＢＤテーパーが悪化するという
問題がある。
【０００８】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、従来より高い寸法精度を有す
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る鋼製歯車を提供しようとするものである。また、従来よりも高い寸法精度を有する鋼製
歯車を得ることが可能な製造方法を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の発明は、外周面に歯形が形成された略円筒状の外周リング部と、該外周リング部
の内周面から径方向内方に延設されたフランジ部とを有し、
　上記外周リング部は、上記フランジ部との連結位置よりも軸方向一方側に突出する第１
突出部と軸方向他方側に突出する第２突出部とを備えるとともに、上記第１突出部の軸方
向長さが上記第２突出部の軸方向長さよりも長く設けられており、
　上記外周リング部には、上記歯形の表層に形成された浸炭層と、該浸炭層を含み上記外
周面から内方に向かう深さが上記浸炭層の深さよりも深い領域であって高周波誘導加熱に
よりオーステナイトになるまで加熱された履歴を有する熱履歴層とが形成されており、
　上記外周面の歯形の歯底から内方に向かう上記熱履歴層の深さは、上記第１突出部より
も上記第２突出部の方が深いことを特徴とする鋼製歯車にある（請求項１）。
【００１０】
　第２の発明は、外周面に歯形が形成された略円筒状の外周リング部と、該外周リング部
の内周面から径方向内方に延設されたフランジ部とを有し、上記外周リング部は、上記フ
ランジ部との連結位置よりも軸方向一方側に突出する第１突出部と軸方向他方側に突出す
る第２突出部とを備えるとともに、上記第１突出部の軸方向長さが上記第２突出部の軸方
向長さよりも長く設けられている鋼製歯車材を準備する準備工程と、
　上記鋼製歯車材を減圧下の浸炭ガス中においてオーステナイト化温度以上に加熱し、上
記歯形の表層に浸炭層を形成する浸炭工程と、
　該浸炭工程に引き続き、マルテンサイト変態する冷却速度よりも遅い冷却速度により上
記鋼製歯車材を冷却し、かつ、冷却による組織変態が完了する温度以下まで上記鋼製歯車
材を冷却する冷却工程と、
　上記鋼製歯車材における、上記浸炭層を含み上記外周面から内方に向かう深さが上記浸
炭層の深さよりも深い領域を、高周波誘導加熱によりオーステナイトになるまで加熱した
後、マルテンサイト変態する冷却速度以上の冷却速度により上記鋼製歯車材を冷却する焼
入れ工程とを有し、
　該焼入れ工程において、上記外周面の歯形の歯底から内方に向かう上記高周波誘導加熱
による加熱深さを、上記第１突出部よりも上記第２突出部の方が深くなるよう調整するこ
とを特徴とする鋼製歯車の製造方法にある（請求項４）。
【発明の効果】
【００１１】
　第１の発明の鋼製歯車は、外周リング部に形成された上記熱履歴層を有し、外周面の歯
形の歯底から内方に向かう熱履歴層の深さは、第１突出部よりも第２突出部の方が深い。
上記鋼製歯車は、このような構成の熱履歴層を採用したことにより、その製造方法として
上記「浸炭・徐冷・高周波焼入れ処理」が適用された場合であっても、上記構成の熱履歴
層を実現する限り、高い寸法精度を有する。
【００１２】
　第２の発明の製造方法は、上記の鋼製歯車を好適に製造することができる方法である。
この製造方法では、準備工程において、外周面に歯形が形成された略円筒状の外周リング
部と、外周リング部の内周面から径方向内方に延設されたフランジ部とを有する鋼製歯車
材を準備する。ここで、この鋼製歯車材の外周リング部は、フランジ部との連結位置より
も軸方向一方側に突出する第１突出部と軸方向他方側に突出する第２突出部とを備えると
ともに、第１突出部の軸方向長さが第２突出部の軸方向長さよりも長く設けられている。
つまり、上記鋼製歯車材は、軸方向のいずれか一方に片寄った状態で外周リング部の内周
面にフランジ部が連結されているといえる。上記製造方法では、このような形状の鋼製歯
車材に対して「浸炭・徐冷・高周波焼入れ処理」が適用される。
【００１３】
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　すなわち、浸炭工程では、上記鋼製歯車材を減圧下の浸炭ガス中においてオーステナイ
ト化温度以上に加熱し、歯形の表層に浸炭層を形成する。これにより、母材よりも高い炭
素濃度を有する浸炭層が歯形の輪郭に沿って導入される。この浸炭工程に引き続き、冷却
工程では、マルテンサイト変態する冷却速度よりも遅い冷却速度により鋼製歯車材を冷却
し、かつ、冷却による組織変態が完了する温度以下まで鋼製歯車材を冷却する。これによ
り、外周リング部にマルテンサイト組織を実質的に含まない鋼製歯車材が得られる。
【００１４】
　その後、焼入れ工程では、上記鋼製歯車材における浸炭層を含み外周面から内方に向か
う深さが浸炭層の深さよりも深い領域を、高周波誘導加熱によりオーステナイトになるま
で加熱した後、マルテンサイト変態する冷却速度以上の冷却速度により鋼製歯車材を冷却
する。これにより浸炭層がマルテンサイト組織となり、歯形の表層が高硬度化される。ま
た、浸炭層を含み外周面から内方に向かう深さが浸炭層の深さよりも深い領域に、高周波
誘導加熱によりオーステナイトになるまで加熱された履歴を有する熱履歴層が形成される
。
【００１５】
　上記焼入れ工程において注目すべき点は、外周面の歯形の歯底から内方に向かう高周波
誘導加熱による加熱深さを、第１突出部よりも第２突出部の方が深くなるよう調整する点
である。
【００１６】
　従来、上記形状の鋼製歯車材に対して高周波焼入れを適用する場合、外周面の歯形の歯
底から内方に向かう高周波誘導加熱による加熱深さを、外周リング部の軸方向全域にわた
って均一な深さとなるように調整するのが通常である。しかし、このような調整を行うと
、外周リング部に熱処理による歪変形が生じ、十分な寸法精度が得られない。特に、外周
リング部のＯＢＤテーパーが悪化してしまうことが多い。
【００１７】
　ところが、上述したように、外周面の歯形の歯底から内方に向かう高周波誘導加熱によ
る加熱深さを、第１突出部よりも上記第２突出部の方が深くなるよう調整した場合には、
焼入れ工程を経た後の鋼製歯車の寸法精度を向上させることができる。特に、外周リング
部のＯＢＤテーパーを小さくすることが可能になる。このような知見は、本発明によって
初めて見出されたものである。この理由は、以下によるものと推察される。
【００１８】
　従来のように、外周リング部の外周面の歯形の歯底から内方に向かう高周波誘導加熱に
よる加熱深さを、外周リング部の軸方向全域にわたって均一な深さとなるように調整した
場合には、次のようなメカニズムが考えられる。すなわち、第１突出部は、フランジ部と
の連結位置から離れているために第２突出部に比べてフランジ部による拘束力が小さい。
一方、第２突出部は、フランジ部との連結位置に近いために第１突出部に比べてフランジ
部による拘束力が大きい。そのため、高周波誘導加熱時に、第１突出部の端部側は、熱膨
張により径方向外方へ大きく変形する一方、第２突出部の端部側は、第１突出部の端部側
に比べ、熱膨張による径方向外方への変形が小さくなると考えられる。また、第１突出部
および第２突出部の熱膨張変形により、フランジ部は僅かに塑性変形していると考えられ
る。そして、この状態から焼入により冷却がなされると、第１突出部および第２突出部は
径方向内方に変形する。この際、高周波誘導加熱時の変形量の大きさの違いに起因して、
従来の製造方法では、ＯＢＤテーパーが大きい状態に歪んだ形状の鋼製歯車が得られるも
のと考えられる。
【００１９】
　これに対し、外周リング部の外周面の歯形の歯底から内方に向かう高周波誘導加熱によ
る加熱深さを、第１突出部よりも第２突出部の方が深くなるよう調整した場合には、次の
ようなメカニズムが考えられる。すなわち、上記加熱深さが均一であるときには、高周波
誘導加熱時に第１突出部の端部側よりも変形し難かった第２突出部の端部側が、上記加熱
深さの調整によって第１突出部の端部側と同等程度だけ変形すると考えられる。また、第
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１突出部および第２突出部の熱膨張変形により、フランジ部は僅かに塑性変形していると
考えられる。そして、この状態から焼入により冷却がなされると、第１突出部および第２
突出部は径方向内方に変形する。この際、高周波誘導加熱時の変形量が第１突出部および
第２突出部において同等程度であることに起因して、最終的にはＯＢＤテーパーが小さな
形状の鋼製歯車が得られるものと考えられる。
【００２０】
　また、上記製造方法によれば、浸炭層を含み外周面の歯形の歯底から内方に向かう深さ
が浸炭層の深さよりも深い領域についても部分的に高周波焼入れされるので、内部の硬度
が増加する。そのため、高い寸法精度が要求され、かつ、歯形の表層だけでなくその内部
まで応力が掛かるディファレンシャルギヤのような高トルク伝達歯車等に好適な、高寸法
精度かつ高強度を有する鋼製歯車を得ることができる。また、従来のガス浸炭処理後に油
焼入れする「浸炭油焼入れ処理」による同形状の鋼製歯車に比べ、ショットピーニング処
理を施さなくとも、同等程度の高強度化を図ることができる。
【００２１】
　また、上記製造方法は、従来の「浸炭油焼入れ処理」に比較して、火炎や油を使わずに
済み、熱処理時間も短縮することができる。そのため、ＣＯ２排出量の低減を図ることが
でき、地球環境にも優しい。また、熱処理ライン長を短くできる。そのため、コンパクト
な鋼製歯車の製造ラインを構築することができる。
【００２２】
　以上、第１の発明によれば、従来より高い寸法精度を有する鋼製歯車を提供することが
できる。また、第２の発明によれば、従来よりも高い寸法精度を有する鋼製歯車を得るこ
とが可能な製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】実施例１に係る鋼製歯車（ディファレンシャルギヤ）を示す説明図であり、（ａ
）は平面図、（ｂ）はＡ－Ａ断面図である。
【図２】実施例１に係る鋼製歯車の外周リング部を示す説明図であり、（ａ）は歯底に沿
った切断面を模式的に示した断面図、（ｂ）はＢ－Ｂ断面の一部を模式的に示した断面図
である。
【図３】（ａ）は実施例１に係る鋼製歯車の製造方法におけるヒートパターンの一例を示
す説明図、（ｂ）は従来の浸炭油焼入れによる鋼製歯車の製造方法におけるヒートパター
ンの一例を示す説明図である。
【図４】実施例１に係る鋼製歯車の製造方法における高周波誘導加熱時の状況を示す説明
図である。
【図５】実施例における、Ｔ／Ｗ（％）とＯＢＤ変化量との関係を示す説明図である。
【図６】比較例１に係る鋼製歯車の製造方法における高周波誘導加熱時の状況を示す説明
図である。
【図７】実施例１、比較例１に係る鋼製歯車の製造方法における各工程後の鋼製歯車材、
実施例１、比較例１に係る鋼製歯車の歪発生状況を示す説明図である。
【図８】比較例１に係る鋼製歯車の製造方法において、ＯＢＤテーパーが大きな形状の鋼
製歯車が得られる推定メカニズムを示す説明図であり、（ａ）は浸炭工程前の状態、（ｂ
）は焼入れ工程における高周波誘導加熱時の状態、（ｃ）は焼入れ工程における冷却後の
状態を示したものである。
【図９】実施例１に係る鋼製歯車の製造方法において、ＯＢＤテーパーが小さな形状の鋼
製歯車が得られる推定メカニズムを示す説明図であり、（ａ）は浸炭工程前の状態、（ｂ
）は焼入れ工程における高周波誘導加熱時の状態、（ｃ）は焼入れ工程における冷却後の
状態を示したものである。
【図１０】実施例１に係る鋼製歯車の切断面の写真および金属組織の写真であり、（ａ）
は浸炭層、（ｂ）は熱履歴層、（ｃ）は熱履歴層よりも内部における金属組織の写真であ
る。
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【図１１】実施例１に係る鋼製歯車の硬度分布を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　上記鋼製歯車において、外周リング部の第１突出部の軸方向長さは、第２突出部の軸方
向長さよりも長く形成されている。ここで、「第１突出部の軸方向長さ」とは、外周リン
グ部の内周面に連結するフランジ部の第１突出部側の連結位置から第１突出部の先端部ま
での距離をいう。また、「第２突出部の軸方向長さ」とは、外周リング部の内周面に連結
するフランジ部の第２突出部側の連結位置から第２突出部の先端部までの距離をいう。し
たがって、上記鋼製歯車は、外周リング部の内周面における軸方向中央から軸方向のいず
れか一方にずれた位置にフランジ部が連結されているといえる。但し、上記鋼製歯車は、
上記の通り、第１突出部および第２突出部を有している。そのため、外周リング部の内周
面における軸方向のいずれか一方の端部にフランジ部が連結されている形状は含まれない
。
【００２５】
　上記鋼製歯車を構成する鋼材の基本化学成分は、好ましくは、Ｃ含有量が０．１～０．
４質量％の範囲内、より好ましくは、０．１５～０．２５質量％の範囲内であるとよい。
上記「基本化学成分」とは、浸炭処理によって表層の炭素濃度が増える前の母材、つまり
鋼そのものの基本的な化学成分を意味する。Ｃ含有量の下限が０．１５質量％以上である
と、歯車内部の強度を確保しやすくなる。一方、Ｃ含有量の上限が０．２５質量％以下で
あると、鋼製歯車の靱性、切削性を良好な範囲にしやすくなる。他の化学成分については
、浸炭に最適な成分を種々選択すればよい。
【００２６】
　上記鋼製歯車を構成する母材としての鋼材は、具体的には、ＳＣＭ４２０（ＪＩＳ）や
、Ｃ含有量が上記範囲内にある各種の公知の浸炭用鋼などを例示することができる。
【００２７】
　上記外周リング部の浸炭層は、例えば、外周面に形成された歯形の輪郭に沿って存在さ
せることができる。浸炭層は、後述する高周波誘導加熱の後に焼入れされ、母材よりも高
い硬度を有している。浸炭層の炭素濃度は、鋼製歯車を構成する鋼材の母材の炭素濃度よ
りも高くなっている。浸炭層の炭素濃度は、ディファレンシャルギヤ等の自動車部品とし
て望ましい表面硬度を得る、耐摩耗性、ピッチング強度などの観点から、好ましくは、０
．５０～０．９０％、より好ましくは、０．５０～０．７０％であるとよい。
【００２８】
　上記外周リング部の熱履歴層は、浸炭層を含み、外周面から内方に向かう深さが浸炭層
の深さよりも深い領域に存在する層である。上記熱履歴層は、外周面に形成された歯形の
歯の部分については、歯の表面に形成された浸炭層を含み、歯先から歯底円までの間の領
域に存在していてもよいし、さらに歯底円よりも径方向内方の領域に存在していてもよい
。一方、上記熱履歴層は、外周面に形成された歯形の歯と歯の間である歯溝の部分につい
ては、歯底の表面に形成された浸炭層を含み、歯底から内方に向かう深さが浸炭層の深さ
よりも深い領域に存在している。
【００２９】
　上記熱履歴層は、高周波誘導加熱によりオーステナイトになるまで加熱された履歴を有
する層である。したがって、この熱履歴層よりも内部の領域であって高周波誘導加熱によ
りオーステナイトになるまで加熱されていない領域とは、金属組織が異なっている。その
ため、歯底に沿って切断した場合、簡易には切断面における金属組織の違いに起因する色
の付き方から、詳細には切断面における金属組織観察から、歯底よりも内側に存在する熱
履歴層と熱履歴層より内部の領域とを区別することが可能である。同様に、軸方向と垂直
な方向に歯を切断すれば、歯先から歯底までの間に存在する熱履歴層や、さらには歯底よ
りも内部に存在しうる熱履歴層を確認することが可能である。
【００３０】
　ここで、上記鋼製歯車は、外周面の歯形の歯底から内方に向かう熱履歴層の深さが、第
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１突出部よりも第２突出部の方が深くなっている。つまり、上記鋼製歯車の歯底に沿って
切断し、その切断面を確認した場合、上記鋼製歯車は、第２突出部の軸方向の全域にわた
る熱履歴層の深さが、第１突出部の軸方向の全域にわたる熱履歴層の深さよりも深い深さ
分布を有している。したがって、この深さ分布において、深さのピークである最深部は、
第２突出部に存在している。なお、第１突出部と第２突出部との間については、第１突出
部における熱履歴層の深さと第２突出部における熱履歴層の深さとの中間程度の深さとす
ることができる。
【００３１】
　ここで、上記鋼製歯車は、外周面の歯形の歯底から内方に向かう上記熱履歴層の深さを
Ｔ、外周面の歯形の歯底から内周面までの距離をＷとした場合、第１突出部におけるＴ／
Ｗよりも上記第２突出部におけるＴ／Ｗの方が大きいことが好ましい（請求項２）。
【００３２】
　この場合には、外周面の歯形の歯底から内周面までの距離を考慮して、第１突出部およ
び第２突出部における熱履歴層の深さが調整されている。そのため、この鋼製歯車は、外
周リング部のＯＢＤテーパーが小さく、高い寸法精度を有する。さらに、浸炭層だけでな
く、浸炭層より内部も高硬度化されているので、高い強度を有する。
【００３３】
　なお、この場合も上記と同様に、上記鋼製歯車は、第２突出部の軸方向の全域にわたる
Ｔ／Ｗが、第１突出部の軸方向の全域にわたるＴ／Ｗよりも大きい深さ分布とすることが
できる。つまり、この深さ分布において、Ｔ／Ｗのピークである最深部は、第２突出部に
存在させることができる。
【００３４】
　寸法精度の向上効果と内部硬度の上昇による高強度化とのバランスなどの観点から、第
１突出部におけるＴ／Ｗは、好ましくは、３０～６０％、より好ましくは、３５～５５％
、さらに好ましくは、４０～５０％の範囲内にあるとよい。一方、第２突出部のＴ／Ｗは
、好ましくは、７５～９５％、より好ましくは、８０～９０％の範囲内にあるとよい。
【００３５】
　また、上記鋼製歯車において、外周リング部は、浸炭層がマルテンサイト組織からなり
、熱履歴層のうち浸炭層を除いた部分がフェライト・マルテンサイト組織からなり、熱履
歴層より内部がフェライト・パーライト組織からなることが好ましい（請求項３）。
【００３６】
　この場合には、寸法精度と強度とのバランスに優れる。そのため、高い寸法精度が要求
され、かつ、歯形の表層だけでなくその内部まで応力が掛かるディファレンシャルギヤの
ような高トルク伝達歯車等として好適に用いることができる。
【００３７】
　次に、上記鋼製歯車の製造方法における各工程は、以下のようにすることが好ましい。
　すなわち、上記浸炭工程は、具体的には、大気圧よりも低く減圧した減圧下の浸炭ガス
中において行うことが有効である。この場合には、高温の浸炭炉の内部を減圧状態に維持
しながら比較的少量の浸炭ガスによって浸炭処理を行うことができるので、従来よりも効
率よく浸炭処理を行うことができる。また、従来の大型の熱処理炉を用いた長時間の加熱
処理が不要となるので、処理時間の短縮および消費エネルギーの低減、さらには、浸炭焼
入れ設備そのものの小型化を図ることができる。
【００３８】
　また、上記浸炭工程は、１～１００ｈＰａの減圧条件下において行うことが好ましい。
浸炭時の減圧が１ｈＰａ以上の場合には真空度維持のために高価な設備を不要にできると
いう利点がある。一方、１００ｈＰａ以下の場合には浸炭中にススが発生し難く、浸炭濃
度ムラが生じ難いという利点がある。上記浸炭ガスとしては、例えば、アセチレン、プロ
パン、ブタン、メタン、エチレン、エタン等の炭化水素系のガスを適用することができる
。
【００３９】
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　また、上記浸炭工程は、浸炭処理後における上記鋼製歯車材の歯面の表面炭素濃度が０
．５０％～０．７０％の範囲となる条件で行うことが好ましい。この場合には、浸炭層を
共析鋼以下の炭素量とすることとなり、焼入れ時の加熱により、オーステナイト変態させ
、その後の急冷にて、セメンタイトを析出させずにマルテンサイト組織としやすくなる。
【００４０】
　また、上記冷却工程は、少なくとも上記鋼製歯車材が冷却中にマルテンサイト変態する
冷却速度よりも遅い徐冷条件で行う。これにより、マルテンサイト変態に伴う歪みの発生
を抑制することができ、形状精度に優れた状態で浸炭処理を終えることができる。
【００４１】
　より具体的には、上記冷却工程は、少なくとも上記鋼製歯車材の温度がＡ１変態点温度
以上にある間の冷却速度が０．１℃／秒～３．０℃／秒となる徐冷条件で行うことが好ま
しい。上記冷却速度が３．０℃／秒以下である場合には、冷却時の歪み発生抑制効果を十
分に得やすくなる。一方、上記冷却工程の冷却速度が０．１℃／秒以上である場合には、
Ａ１変態点温度へ到達するまでの時間が長時間となり難い。そのため、浸炭した炭素の鋼
中における拡散スピードにバラツキが生じ難く、結果的に炭素濃度のバラツキを抑制しや
すくなる。
【００４２】
　また、上記冷却工程は、冷却ガス中において、該冷却ガスを大気圧よりも低く減圧した
状態で行うことが好ましい。これにより、冷却時の歪み発生をよりいっそう抑制すること
ができる。
【００４３】
　このような冷却ガスの減圧による効果を利用した冷却工程を採用した場合には、鋼製歯
車材の歪み発生を抑制した状態で次の焼き入れ工程に進めることができる。この効果は、
冷却速度を遅くした徐冷を採用し、減圧徐冷とした場合に最も高くなる。そして、これに
加え、上述した高周波誘導加熱を利用した焼入れ工程によるメリットも活かせば、焼入れ
後の鋼製歯車の寸法精度を歪みの少ない高精度のものとしやすくなる。
【００４４】
　また、上記浸炭工程において減圧浸炭を採用し、冷却工程において減圧冷却を採用し、
これらを連続で行うようにした場合には、実際の設備では、減圧浸炭室と減圧冷却室とを
直接繋ぐことができる。そのため、両室の間に減圧度を調整するような予備室等を設ける
必要がない。すなわち、この場合には、浸炭工程と冷却工程とが両方とも減圧状態で行わ
れるので、両工程間の圧力差を小さくすることができる。そのため、減圧浸炭処理を終え
た鋼製歯車材を常圧状態にさらすことなく減圧冷却処理することができ、歪み発生を抑制
した効率のよい処理が可能となる。
【００４５】
　また、上記冷却工程の冷却ガスの減圧条件は、より具体的には、１００ｈＰａ～６５０
ｈＰａであることが好ましい。上記の減圧冷却処理は、この場合の圧力が１００～６５０
ｈＰａの範囲よりも高い場合には、減圧による効果が十分に得られない場合があり、一方
、この範囲よりも低くすることは設備構成上困難となるおそれがある。そのため、より好
ましくは、上記冷却ガスの減圧状態は、１００ｈＰａ～３００ｈＰａの範囲とするのがよ
い。
【００４６】
　また、上記焼入れ工程では、鋼のオーステナイト化温度としては比較的低い範囲の温度
（例えば７５０℃～９５０℃）を選択し、高周波誘導加熱時の投入エネルギーも比較的小
さくして、加熱時間を比較的長い時間（例えば１０秒を超える程度）とすることが好まし
い。この場合には、伝熱によって表面から深さ１ｍｍ以上の深い部分まで加熱しやすい。
つまり、高周波誘導加熱の条件をこのような低温長時間加熱とした場合には、浸炭層の領
域だけでなく、その内部奥深くまで焼入れ効果を得ることができるとともに、オーステナ
イト化温度が低温であるほど焼入れ工程での歪み抑制効果を高めることができる。
【００４７】
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　また、上記焼入れ工程では、外周面の歯形の歯底から内方に向かう高周波誘導加熱によ
る加熱深さをＴ、外周面の歯形の歯底から上記内周面までの距離をＷとした場合、高周波
誘導加熱による加熱深さの調整を、第１突出部におけるＴ／Ｗよりも第２突出部における
Ｔ／Ｗの方が大きくなるよう調整することが好ましい（請求項５）。
【００４８】
　この場合には、外周面の歯形の歯底から内周面までの距離を考慮して、第１突出部およ
び第２突出部における上記高周波誘導加熱による加熱深さを調整することができる。その
ため、外周リング部のＯＢＤテーパーが小さく、高い寸法精度を有する鋼製歯車が得られ
る。さらに、浸炭層だけでなく、浸炭層より内部も高硬度化することができるので、高い
強度を有する鋼製歯車が得られる。なお、高周波誘導加熱手段には、公知のものを適用す
ることができる。
【００４９】
　第１突出部および第２突出部における高周波誘導加熱による加熱深さを、上記のように
調整する方法は、特に限定されるものではない。具体的な調整方法としては、例えば、高
周波誘導加熱手段のコイルの内径と歯車の歯先大径とのクリアランスを可変させたり、高
周波誘導加熱手段のコイルの位置を従来より軸方向の第２突出部側にずらして配設したり
、コイルの巻き数を調整し、第１突出部よりも第２突出部の方がより加熱されるように設
定したり、外周リング部のうち、第１突出部だけを局所的に冷却したりするなどの方法を
例示することができる。
【００５０】
　上記高周波誘導加熱による加熱深さの調整は、高周波誘導加熱時に第１突出部の内周面
側を冷却する手順を含んでいることが好ましい（請求項６）。
【００５１】
　この場合には、第１突出部、第２突出部における上記高周波誘導加熱による加熱深さを
、上記の関係に容易に調整しやすい。そのため、高い寸法精度を有する鋼製歯車を容易に
得ることができる。なお、上記第１突出部の内周面側の冷却方法は、水冷などを例示する
ことができる。
【００５２】
　さらに、上記高周波誘導加熱時には、第１突出部の先端部および第２突出部の先端部を
治具により把持することが好ましい。上記の各先端部は、高周波誘導加熱時に過度に加熱
されやすい箇所である。そのため、これら各先端部を治具にて把持すれば、治具により各
先端部が抜熱されるので、各先端部が溶融するのを回避しやすくなる。
【００５３】
　また、上記高周波誘導加熱後における鋼製歯車材の冷却は、水冷により行うことが好ま
しい。すなわち、高周波誘導加熱を利用すれば、鋼製歯車材の全体ではなく歯形面側の加
熱を精度よく行うことができる。そのため、その後、非常に冷却効果の高い水を用いて水
焼入れしても、従来の「浸炭油焼入れ処理」を施す場合に比べて焼入れ歪みの発生を抑制
しやすい。そして、水冷による優れた急冷効果によって、焼入れ特性を高くすることがで
き、焼入れ部分のさらなる高強度化を図ることができる。また、この高強度化を利用して
、浸炭処理の簡易化（処理時間の短縮）、つまり、浸炭層の薄肉化をしても要求強度を具
備することができる場合があり、この場合には熱処理工程全体のさらなる時間短縮を図る
ことも可能である。
【００５４】
　また、上記高周波誘導加熱による加熱は、上記鋼製歯車材を１個流しで処理し、加熱後
の冷却時には、鋼製歯車材を回転させながら、周囲から冷却水を鋼製歯車材に向かって噴
射して冷却することが好ましい。この場合には、冷却時に均一に冷やすことができ、さら
に歪みの発生を抑えることができる。
【実施例】
【００５５】
　以下、実施例に係る鋼製歯車およびその製造方法につき、図面を用いて具体的に説明す
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る。なお、本例の鋼製歯車は、ディファレンシャルギヤに適用したものである。また、符
号は、適宜使用する。
【００５６】
　先ず、実施例１に係る鋼製歯車の概略構成を説明する。図１に示すように、鋼製歯車１
は、外周面２０ａに歯形１０が形成された略円筒状の外周リング部２と、外周リング部２
の内周面２０ｂから径方向内方に延設されたフランジ部３とを有している。外周リング部
２は、フランジ部３との連結位置Ｌ１よりも軸方向一方側に突出する第１突出部２１と、
フランジ部３との連結位置Ｌ２よりも軸方向他方側に突出する第２突出部２２とを備えて
いる。そして、第１突出部２１の軸方向長さは、第２突出部２２の軸方向長さよりも長く
設けられている。本例では、外周リング部２の外周面２０ａの歯形１０を、はすば形状と
した。なお、歯形１０は、図２（ｂ）に示すように、複数の歯１０１から構成される。歯
１０１の先端が歯先１０２である。歯１０１と歯１０１との間が歯溝１０３である。歯溝
１０３の底部が歯底１０４である。各歯底１０４を結んだ円が歯底円である。
【００５７】
　図２（ａ）（ｂ）に拡大して示すように、外周リング部２には、浸炭層４と熱履歴層５
とが形成されている。浸炭層４は、歯形１０の表層に歯形１０の輪郭に沿って形成されて
いる。また、熱履歴層５は、浸炭層４を含み、外周面２０ａから内方に向かう深さＴが浸
炭層４の深さよりも深い領域に存在する層である。また、熱履歴層５は、高周波誘導加熱
によりオーステナイトになるまで加熱された履歴を有する層である。
【００５８】
　本例の鋼製歯車１では、図２（ａ）に示すように、熱履歴層５は、歯底１０４よりも径
方向内方については、歯底１０４の表層に形成された浸炭層４を含み、かつ、歯底１０４
から内方に向かう深さＴが浸炭層４の深さよりも深い領域に存在している。一方、図２（
ｂ）に示すように、熱履歴層５は、歯形１０の歯１０１の部分については、歯１０１の表
層に形成された浸炭層４を含み、かつ、歯先１０２からほぼ歯底円近傍までにわたる領域
に存在している。
【００５９】
　また、本例の鋼製歯車１では、図２（ａ）に示すように、歯形１０の歯底１０４から内
方に向かう熱履歴層５の深さＴが、第１突出部２１よりも第２突出部２２の方が深くなっ
ている。より具体的には、外周面２０ａの歯形１０の歯底１０４から内方に向かう熱履歴
層５の深さをＴ、外周面２０ａの歯形１０の歯底１０４から内周面２０ｂまでの距離をＷ
とした場合、第１突出部２１におけるＴ／Ｗよりも第２突出部２２におけるＴ／Ｗの方が
大きくなっている。つまり、鋼製歯車１は、外周リング部２の歯形１０の歯底１０４から
内方に、第１突出部２１の軸方向の全域にわたる熱履歴層５のＴ／Ｗよりも第２突出部２
２の軸方向の全域にわたる熱履歴層５のＴ／Ｗの方が大きくなるような熱履歴層５の深さ
分布を有している。
【００６０】
　次に、実施例１に係る鋼製歯車の製造方法と、この製造方法により得られた実施例１に
係る鋼製歯車についての評価結果について説明する。
【００６１】
　初めに、浸炭に適したＳＣＭ４２０（ＪＩＳ）を素材として用い、熱間鍛造によって図
１に示した形状を有する鋼製歯車材を準備した。鋼製歯車材の第１突出部２１の軸方向長
さ（フランジ部３の第１突出部２１側の連結位置Ｌ１から第１突出部２１の先端部までの
距離）は、１９．１ｍｍ、第２突出部２２の軸方向長さ（フランジ部３の第２突出部２２
側の連結位置Ｌ２から第２突出部２２の先端部までの距離）は、１２．４ｍｍの設定とし
た。フランジ部３の肉厚は、１０．５ｍｍの設定とした。なお、フランジ部３は、ボルト
等の締結部材を挿通するための挿通孔３１を周方向に複数有している。また、本例では、
鋼製歯車材の外周リング部２における上記Ｗの値は、軸方向全長において一定の７．７５
ｍｍの設定とした。
【００６２】
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　次いで、上記準備した鋼製歯車材に対して「浸炭・徐冷・高周波焼入れ処理」を行った
。以下、具体的に説明する。
【００６３】
　図３は、横軸に時間を、縦軸に温度を取り、熱処理中における鋼製歯車材の温度をヒー
トパターンとして示したものである。実施例１に係る鋼製歯車の製造方法は、図３（ａ）
のヒートパターンＡに示すように、浸炭温度である９５０℃まで７０分かけて加熱し、そ
の温度で８０分間保持して浸炭工程ａ１を行った後、この浸炭工程ａ１に引き続いて、４
０分かけて１５０℃以下の温度まで徐冷する冷却工程ａ２を行い、その後、再度焼入れ温
度である９５０℃まで高周波誘導加熱により急速加熱した後に水焼入れする焼入れ工程ａ
３を行うというものである。
【００６４】
　実施例１に係る鋼製歯車の製造方法は、浸炭工程ａ１の前に鋼製歯車材を洗浄するため
の前洗槽と、加熱室、減圧浸炭室、および減圧冷却室を備えた減圧浸炭徐冷装置と、高周
波焼入れ装置と、欠陥を検査するための磁気探傷装置とを備えた熱処理設備を用いて行っ
た。
【００６５】
　なお、従来広く知られる鋼製歯車の製造方法は、例えば、図３（ｂ）のヒートパターン
Ｂに示すように、浸炭温度である９５０℃まで７０分かけて加熱し、その温度で２２０分
間保持する浸炭工程ｂ１を行い、その後、焼入れ温度である８５０℃に保持した後、油焼
入れする工程ｂ２を行い、さらに、油焼入れ時に付着した冷却油を洗い落とす後洗工程ｂ
３と焼き戻し工程ｂ４を行うといったものである。
【００６６】
　図３（ｂ）のヒートパターンＢを有する従来の鋼製歯車の製造方法は、浸炭工程ｂ１の
前に鋼製歯車材を洗浄するための前洗槽と、加熱・浸炭を行うための浸炭炉および焼入れ
油槽とを備えた長大な浸炭炉と、浸炭油焼入れ後に鋼製歯車材を洗浄するための後洗槽と
、焼戻し処理を行う焼戻し炉とを備えた熱処理設備を用いて行われる。したがって、この
「浸炭油焼入れ処理」による従来の鋼製歯車の製造方法に比較して、実施例１の鋼製歯車
の製造方法は、火炎や油を使わず、熱処理時間も短縮することができる点で、ＣＯ２排出
量の低減でき、地球環境にも優しいといえる。また、熱処理ライン長を短くできるため、
コンパクトな鋼製歯車の製造ラインを構築することができるといえる。
【００６７】
　実施例１に係る鋼製歯車の製造方法は、上記熱処理設備を用いて以下のように行った。
すなわち、本例の製造方法では、具体的には、図３（ａ）のヒートパターンＡに示すよう
に、大気圧よりも低く減圧した減圧下の浸炭ガス中において準備した鋼製歯車材を浸炭処
理する浸炭工程ａ１と、この浸炭工程ａ１に引き続き、鋼製歯車材を冷却ガス中において
冷却するに当たり、冷却ガスを大気圧よりも低く減圧した状態で冷却する冷却工程ａ２と
、冷却された鋼製歯車材を再度高周波誘導加熱によって加熱した後に水焼入れする焼入れ
工程ａ３とを行った。
【００６８】
　上記浸炭工程ａ１は、浸炭期および拡散期からなる浸炭処理として鋼製歯車材をオース
テナイト化温度以上の温度である９５０℃で８０分間保持することによって行った。この
際の減圧浸炭室の減圧条件は、１～３．５ｈＰａとし、浸炭ガスとしてはアセチレンを用
いた。
【００６９】
　上記冷却工程ａ２における冷却には減圧徐冷を採用した。この際の減圧条件は６００ｈ
Ｐａとした。また、冷却雰囲気ガスは窒素（Ｎ２）とした。また、鋼製歯車材の冷却速度
は、浸炭処理直後のオーステナイト化温度以上の温度からＡ１変態点よりも低い１５０℃
の温度となるまで、０．１～３．０℃／秒の範囲内とした。
【００７０】
　上記焼入れ工程ａ３は、図３（ａ）に示すように、鋼製歯車材における外周リング部２
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の歯形面側を高周波誘導加熱によってオーステナイト化温度以上の温度に加熱する昇温手
順ａ３１と、その後、浸炭層４においてマルテンサイト変態する急冷臨界冷却速度以上の
冷却速度が容易に得られるように、水を噴射して水焼入れする急冷手順ａ３２とを含んで
いる。
【００７１】
　また、昇温手順ａ３１は、通常の高周波誘導加熱において行われる条件よりもエネルギ
ー投入量を小さくし、比較的長時間の２０秒かけて行った。一方、急冷手順ａ３２は、１
１秒で行い、その冷却速度は、６０～８０℃／秒とした。
【００７２】
　この際、外周リング部２における歯形面側の加熱は、図４に示すように、外周リング部
２の第１突出部２１の先端部と第２突出部２２の先端部とを治具９ａ、９ｂにて把持しつ
つ行った。この治具９ａ、９ｂによって各先端部の熱を奪うことにより、各先端部の過熱
による溶融を簡易に回避することができる。
【００７３】
　また、高周波誘導加熱手段のコイル８は、鋼製歯車材の軸方向の幅が同じものを用い、
歯形１０が形成された外周面２０ａと離間させた状態で対向させた。上記離間距離は２ｍ
ｍとした。但し、このままの状態で高周波誘導加熱を行うと、外周面２０ａの歯形１０の
歯底１０４から内方に向かう高周波誘導加熱による加熱深さＴを、第１突出部２１よりも
第２突出部２２の方が大きくなるように調整することは困難である。そのため、本例では
、図４に示すように、高周波誘導加熱時に、第１突出部２１の内周面２０ｂ側を水冷７に
より積極的に冷却した。なお、本例では、第１突出部２１の内周面２０ｂ側を水冷７によ
り冷却したが、他にも、第１突出部２１の内周面２０ｂ側を空冷により冷却することも可
能である。また、軸方向の第２突出部２２側へコイル８を１～２ｍｍ程度ずらして配設す
るなどして調整してもよい。
【００７４】
　上記高周波誘導加熱時の冷却により、外周面２０ａの歯形１０の歯底１０４から内方に
向かう高周波誘導加熱による加熱深さＴを、第１突出部２１よりも第２突出部２２の方が
深くなるよう調整した。より具体的には、外周面２０ａの歯形１０の歯底１０４から内方
に向かう高周波誘導加熱による加熱深さをＴ、外周面２０ａの歯形１０の歯底１０４から
内周面２０ｂまでの距離をＷとした場合、高周波誘導加熱による加熱深さの調整を、第１
突出部２１におけるＴ／Ｗよりも第２突出部２２におけるＴ／Ｗの方が大きくなるよう調
整した。このようにして実施例１に係る鋼製歯車１の製造を行い、実施例１に係る鋼製歯
車１を得た。
【００７５】
　ここで、上記焼入れ工程ａ３において、外周面２０ａの歯形１０の歯底１０４から内方
に向かう高周波誘導加熱による加熱深さＴを、第１突出部２１よりも第２突出部２２の方
が深くなるよう調整したのは、次の試験結果に基づくものである。すなわち、図５は、高
周波誘導加熱時における加熱条件を種々変更することによってＴ／Ｗ（％）を種々の割合
に調整した場合における、外周リング部２の所定位置のＯＢＤ変化量（μｍ）をプロット
したものである。
【００７６】
　外周リング部２の所定位置は、図２（ａ）に示すように、第１突出部２１の先端部から
フランジ部３側に３ｍｍ内側の位置（以下、Ｆｒ位置という。）、外周リング部２の軸方
向の中央（歯幅の中点）の位置（以下、Ｍｉｄ位置という。）、第２突出部２２の先端部
からフランジ部３側に３ｍｍ内側の位置（以下、Ｒｒ位置という。）とした。また、上記
ＯＢＤ変化量は、焼入れ工程ａ３後の鋼製歯車１の各所定位置におけるＯＢＤ値と、冷却
工程ａ２後の鋼製歯車材の各所定位置におけるＯＢＤ値との差より求めた。なお、上記Ｏ
ＢＤ値は、図１に示すように、互いに向かいあった２つの歯溝にボールＯＢ１、ＯＢ２を
入れ、各位置における外周寸法を専用のＯＢＤ測定器を用いて全周について測定し、その
結果得られた各測定値の平均値である。
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【００７７】
　この図５からわかるように、Ｔ／Ｗ（％）とＯＢＤ変化量（μｍ）との関係には、相関
関係があることがわかる。また、Ｆｒ位置、Ｒｒ位置におけるＯＢＤ変化量を同等程度と
するには、Ｆｒ位置におけるＴ／ＷよりもＲｒ位置におけるＴ／Ｗを大きくするとよいこ
とがわかる。つまり、この試験結果から、高周波誘導加熱による加熱深さの調整を、第１
突出部２１におけるＴ／Ｗよりも第２突出部２２におけるＴ／Ｗの方が大きくなるよう調
整することにより、ＯＢＤテーパーの小さな鋼製歯車１が得られることがわかる。また、
ＯＢＤ変化量を一定値（例えば、図の横線）とするには、第１突出部２１のＴ／Ｗは、好
ましくは、３０～６０％、より好ましくは、３５～５５％、さらに好ましくは、４０～５
０％の範囲内に調整するとよいことがわかる。また、第２突出部２２のＴ／Ｗは、好まし
くは、７５～９５％、より好ましくは、８０～９０％の範囲内に調整するとよいことがわ
かる。
【００７８】
　また、上述した実施例１に係る鋼製歯車１の製造方法の比較例として、外周面２０ａの
歯形１０の歯底１０４から内方に向かう高周波誘導加熱による加熱深さＴを、第１突出部
２１と第２突出部２２とにおいてほぼ等しくなるように調整した以外は同様にして、比較
例１に係る鋼製歯車の製造を行い、比較例１に係る鋼製歯車を得た。なお、この際の加熱
深さＴの調整は、具体的には、図６に示すように、高周波誘導加熱時に、コイル８の位置
を軸方向の第１突出部２１側へ１～２ｍｍずらすとともに、第１突出部２１の内周面２０
ｂ側における水冷７を実施例１よりも少なくすることにより行った。
【００７９】
　次に、実施例１、比較例１に係る鋼製歯車の製造方法における各工程を経た後の鋼製歯
車材、これら製造方法によって得られた実施例１、比較例１に係る鋼製歯車についての歪
発生状況を調べた。その結果を図７に示す。なお、図７のＯＢＤ値は、上述した方法で測
定した値である。ＯＢＤテーパーは、Ｆｒ位置のＯＢＤ値とＲｒ位置のＯＢＤ値との差の
絶対値である。また、図７の各欄に示した表記において、Ｆｒ位置、Ｍｉｄ位置、Ｒｒ位
置の３か所についてそれぞれ最大値、最小値、平均値がプロットされ、最大値と最小値と
が線で結ばれている。また、３か所の位置の各平均値の間が線で結ばれている。
【００８０】
　図７からわかるように、比較例１によれば、寸法精度が悪く、ＯＢＤテーパーが大きい
状態に歪んだ形状の鋼製歯車しか得られないことがわかる。これに対して、実施例１によ
れば、高い寸法精度を有し、ＯＢＤテーパーが小さな形状の鋼製歯車が得られることがわ
かる。この理由は、以下によるものと推察される。
【００８１】
　図８に示す比較例１のように、歯底１０４から内方に向かう高周波誘導加熱による加熱
深さＴを、外周リング部２の軸方向全域にわたって均一な深さとなるように調整した場合
には、次のようなメカニズムが考えられる。すなわち、第１突出部２１は、フランジ部３
との連結位置から離れているために第２突出部２２に比べてフランジ部３による拘束力が
小さい。一方、第２突出部２２は、フランジ部３との連結位置に近いために第１突出部２
１に比べてフランジ部３による拘束力が大きい。そのため、高周波誘導加熱時に、第１突
出部２１の先端部側は、熱膨張により径方向外方へ大きく変形する一方（矢印Ｒ１）、第
２突出部２２の先端部側は、第１突出部２１の先端部側に比べ、熱膨張による径方向外方
への変形が小さくなると考えられる（矢印Ｒ２）。また、第１突出部２１および第２突出
部２２の熱膨張変形により、フランジ部３は僅かに塑性変形していると考えられる。そし
て、この状態から焼入により冷却がなされると、第１突出部２１および第２突出部２２は
径方向内方に変形する（矢印ｒ１、矢印ｒ２）。この際、高周波誘導加熱時の変形量の大
きさの違いに起因して、比較例１では、ＯＢＤテーパーが大きい状態に歪んだ形状の鋼製
歯車が得られたものと考えられる。
【００８２】
　これに対し、図９に示す実施例１のように、歯底１０４から内方に向かう高周波誘導加
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熱による加熱深さＴを、第１突出部２１よりも第２突出部２２の方が深くなるよう調整し
た場合には、次のようなメカニズムが考えられる。すなわち、図８に示すように加熱深さ
Ｔが均一であったときには、高周波誘導加熱時に第１突出部２１の先端部側よりも変形し
難かった第２突出部２２の先端部側が、加熱深さＴの上記調整によって第１突出部２１の
先端部側と同等程度だけ変形すると考えられる（矢印Ｒ１、矢印Ｒ２）。また、第１突出
部２１および第２突出部２２の熱膨張変形により、フランジ部３は僅かに塑性変形してい
ると考えられる。そして、この状態から焼入により冷却がなされると、第１突出部２１お
よび第２突出部２２は径方向内方に変形する（矢印ｒ１、矢印ｒ２）。この際、高周波誘
導加熱時の変形量が第１突出部２１および第２突出部２２において同等程度であることに
起因して、実施例１では、ＯＢＤテーパーが小さな形状の鋼製歯車が得られたものと考え
られる。
【００８３】
　次に、実施例１に係る鋼製歯車について、歯形１０の歯底１０４に沿って切断し、その
切断面の金属組織観察を行った。具体的には、上記切断面を硝酸３～５％のアルコール溶
液で腐食し、光学顕微鏡にて観察を行った。図１０に、実施例１に係る鋼製歯車の切断面
の写真とともに金属組織の写真を示す。図１０に示すように、上記切断面によれば、歯底
１０４の表層に浸炭層４が形成されていることが確認できる。図１０（ａ）に示すように
、浸炭層４は、マルテンサイト組織を主体とする層であった。
【００８４】
　また、上記切断面によれば、浸炭層４を含み、外周リング部２の外周面２０ａ（この場
合、歯底１０４）から内方に向かう深さが浸炭層４よりも深い部分に、第１突出部２１と
第２突出部２２とで深さの異なる層が存在しており、その層の深さは、第１突出部２１よ
りも第２突出部２２の方が深いことが確認できる。また、この層は、第２突出部２２の軸
方向の略中央部に深さピークを有していることが確認できる。また、この層は、この層よ
りも内部と色の付き方が異なっており、境界線が存在していることも確認できる。外周リ
ング部２の外周面２０ａから上記境界線までの間の領域であって浸炭層４以外の領域につ
いて、金属組織を確認したところ、図１０（ｂ）に示すように、フェライト組織とマルテ
ンサイト組織とを主体とすることが確認された。本例では、この層が熱履歴層５に該当す
る。なお、Ｆｒ位置における熱履歴層５の深さは約３．５ｍｍ、Ｍｉｄ位置における熱履
歴層５の深さは約３．３ｍｍ、Ｒｒ位置における熱履歴層５の深さは約７．２ｍｍであっ
た。
【００８５】
　また、図１０（ｃ）に示すように、熱履歴層５よりも内部は、フェライト組織とパーラ
イト組織とを主体とすることがわかった。上記結果から、熱履歴層５は、高周波誘導加熱
によりオーステナイトになるまで加熱された履歴を有する層であり、この熱履歴層よりも
内部は、高周波誘導加熱によりオーステナイトになるまで加熱されていない層であるとい
える。上記のように境界線を確認することができるのは、境界線の外方と内方において金
属組織、結晶粒度等が異なるためであると考えられる。また、本例において、熱履歴層５
はフェライト組織とマルテンサイト組織とを含んでいる。そのため、熱履歴層５の深さＴ
、Ｔ／Ｗの大きさを調整することにより、鋼製歯車１の内部硬度を調整することが可能で
あることがわかる。なお、外周面２０ａの表面から５０μｍの位置における浸炭層４の表
面炭素濃度を、Ｘ線マクロアナライザーにて測定した。上記表面炭素濃度は、０．６％で
あった。
【００８６】
　次に、実施例１に係る鋼製歯車の硬度分布を測定した。具体的には、実施例１に係る鋼
製歯車の歯底１０４の表面からの距離に対するビッカース硬さ（Ｈｖ、試験荷重０．３ｋ
ｇｆ）を測定した。その結果を図１１に示す。なお、図１１中には、浸炭層４の深さおよ
びＦｒ位置、Ｍｉｄ位置、Ｒｒ位置における熱履歴層５の深さをそれぞれ矢印により併記
した。
【００８７】
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　図１１によれば、浸炭層４の深さまでは、Ｆｒ位置、Ｍｉｄ位置、Ｒｒ位置における硬
さがほぼ同じであり、歯形面に対して均一な表面硬度を付与できていることがわかる。ま
た、熱履歴層５は、浸炭層４に近い表面側ではＦｒ位置、Ｍｉｄ位置、Ｒｒ位置における
硬さがほぼ同じであるが、より深い内部の領域に進むにつれて、Ｆｒ位置、Ｍｉｄ位置、
Ｒｒ位置における硬さに差が生じていることがわかる。したがって、熱履歴層５の深さＴ
、Ｔ／Ｗの大きさを調整することにより、有効ハダ焼深さを確保しつつ、高周波誘導加熱
によって鋼製歯車の寸法精度を調整することが可能であるといえる。
【００８８】
　以上、実施例について説明したが、本発明は、上記実施例により限定されるものではな
く、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改変が可能なものである。
【符号の説明】
【００８９】
　１　鋼製歯車
　１０　歯形
　１０１　歯
　１０２　歯先
　１０３　歯底
　１０４　歯溝
　２　外周リング部
　２０ａ　外周面
　２０ｂ　内周面
　２１　第１突出部
　２２　第２突出部
　３　フランジ部
　４　浸炭層
　５　熱履歴層
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【図９】 【図１１】



(20) JP 2012-211368 A 2012.11.1

【図１０】
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